
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

№１７５ 

令和５年 

TEL 922-4035 FAX 922-4036 

（行政窓口  TEL 922-2461） 

人 口 14,108 世帯数 6,997  

（令和 5 年 9 月 1 日現在） 

１０月号 

発行 大歳地域交流センター 

開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分  

 

  

 

大歳地域交流センター 

公式Ｘ（Twitter）アカウント 

陸上レクスポーツでは、地区体育

祭で優秀な成績を収められた中矢

原分館、岩富分館をはじめ、大歳

地区住民のみなさんのご協力の

元、チームを結成しました。  

🎃 
😄
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【大歳地区         の行事予定】 

 
 
 

①Web サイト 
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大歳のエトセトラ １１８ 

 

県令中野梧一と林勇蔵                      

中野吾一の日記には林勇蔵は一度

しかでてきません。あまり個人的な

接触はなかったようです。しかし、

有力者に会うたびに当面する問題の

解決をしつこく頼むという勇蔵の悪

い癖がこの時も出て、中野も椹野川

改修に努力することを誓わさせられ

ています。この一途さが林勇蔵の魅

力であり、「農民のために働く庄屋」

という勇蔵イメージの根源ですが、

怜悧な梧一には、なんとも苦手な相

手だったのではないでしょうか。 

さて、中野が県令になって最初に

行ったのが４万石の減石でした。年

貢半減のスローガンは幕末期には大きく掲げられながら、実現しなかったのですから、負担軽減の願いは強いも

のと考えての判断でした。それに続く新しい税制（地租改正）に向かうには、勇蔵のような農民を知るものの知

識と判断力が必要でした。こうして勇蔵はこの事業の担当者の一人に抜擢されます。 

明治５（1872）年 9 月 15 日、勇蔵らは中野県令に呼ばれ「新米を対象に１石３円の換算で、５公５民を基準に

取れ高を調査・計算せよ」と命じられます。勇蔵は「５公５民など、とんでもない」と言いますが「政府の指示

だ」と一蹴され、すぐに請け書にサインを迫られます。やっと一日の猶予をもらって散会しますが、その夜は眠

れませんでした。悶々とする中で思いついたのは、田の格を「上の上田」から「下の下田」までの９段に分け、

「上の上田」を５公５民とし、次の「上の中田」はそれより７分（７％）引く。これを繰り返せば「下の下田」

は５６％引きとなり、年貢上納分は半分以下となります。また、この「上・中・下」の田格は収穫高だけでなく、

人家からどれだけ離れているか、山中か平野か、裏作小麦はつくれるかなど様々な条件を組み合わせて決めると

する案をまとめ、翌日、中野に提出します。中野は数十分、その案を見つめて考え込み、結局この案で行こうと

決断したと「大庄屋 林勇蔵」には書かれています。翌明治６（1873）年に出された地租改正令は、各藩で異なっ

ていた年貢負担率を、土地価格の３％に統一するものでした。徴税額は変化しなくなり、物納は金納に改められ、

課税対象は耕作者から土地所有者に改められたため、地主制度が公認されました。しかし農地は「永代売買禁止」

だったため、土地の売り買いは無く、売買価格は存在しない建前でしたから、地価をどう決めるかは大変困難で、

かつ恣意の入りやすい課題でした。地価の３％＝年貢を貨幣に変えた額に近づけたいので地価を高くしたい政府

と安くしたい農民との調停が必要になります。勇蔵の案は、地価決定のための９段階の簡便なモデルの役割を果

たし、１石３円の低米価を基礎としたこともあって、安い地租となりました。こうして山口県は地租改正令が発

布される１か月前に地租改正事業を事実上終えるという離れ業をやってのけることとなりましたが、その地租の

安さが問題とされ、承認には時間がかかってしまいました。しかし、地租の高さは各地で一揆を招き、明治 10（1877）

年、西南戦争を前に、ついに政府は農民に譲歩して、地租を３％から 2.5％に引き下げます。「竹やりでドンと突

き出す２分５厘」は農民の勝利の凱歌であったのです。 

（史談会：文責 武波義明）    

 

林勇蔵 中野吾一 


